
平成１８年度におけるＤＰＣに関する調査について（案） 

 

１．平成１７年度調査 

 平成１７年度においてはＤＰＣ導入の影響評価のために中医協

の了承の下に下記の調査を行ったところ。 
①７月から１０月までの退院患者に係る調査 

  ②診断群分類の妥当性に関する調査（ＭＤＣ毎作業班） 

  ③再入院調査 

  ④医療連携と退院後受療に係る調査 

  ⑤医療の達成度、患者満足度に関する調査 

  ⑥看護の必要度に係る調査 

 

２．平成１８年度調査について 

（１）調査内容について 

  ○ 平成１８年度診療報酬改定における答申時の附帯意見にお

いて、「円滑導入への配慮から制度の安定的な運営への配慮に

重点を移す観点も踏まえ、調整係数の取扱いなど、適切な算

定ルールの構築について検討を行うこと。」とされていること

を踏まえ、平成１８年度調査については、「ＤＰＣ導入の影響

評価」という視点から「制度として安定的に運営する」とい

う視点に基づく調査内容としてはどうか。 

 

○ 具体的には平成１７年度に行われた調査のうち、ＤＰＣ評

価のための基盤的な調査である上記①、②を基本とする調査

体系とし、①については調査期間をこれまでより２ヶ月延長

し、更に安定的なデータを用いてより詳細な分析を行うとと

もに、可能な限り多くの集計データを定常的に公表していく

こととしてはどうか。 

 

○ 特別調査については、再入院の動向を継続的に把握する観

点及び外来診療での影響を評価する観点から、③の調査を継

続して実施し、外来の診療実態についても試行的に把握する

こととしてはどうか。 

 

  ○ また、これらの調査を補完する観点から、ＤＰＣ導入後の

状況について医療機関からヒアリングを行う機会を設けるこ

ととしてはどうか。 
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（２）調査対象施設について 

 ○ 現在のＤＰＣ対象病院は全て調査対象とするとともに、 

ＤＰＣ対象病院となる病院の基準を満たす病院について、新

たに「ＤＰＣ準備病院」として位置づけ、平成１８年度調査

対象とする。 

 
（参考）ＤＰＣ対象病院となる病院の基準 

（平成１８年１月１１日の診療報酬基本問題小委員会において了承） 
 
○ ＤＰＣ対象病院となる希望のある病院であって、下記の基準を満たす病

院とする。 

・看護配置基準 ２：１以上であること 

 ＊ 現在、２：１を満たしていない病院については、平成２０年度まで

に満たすべく計画を策定すること 

・ 診療録管理体制加算を算定している、又は、同等の診療録管理体制を

有すること 

・ 標準レセ電算マスターに対応したデータの提出を含め「７月から１０

月までの退院患者に係る調査」に適切に参加できること 
 
○ 上記に加え、下記の基準を満たすことが望ましい。 

・ 特定集中治療室管理料を算定していること 

・ 救命救急入院料を算定していること 

・ 病理診断料を算定していること 

・ 麻酔管理料を算定していること 

・ 画像診断管理加算を算定していること 
 


